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□

要

旨

千
秋
輝
季
は
室
町
幕
府
奉
公
衆
と
し
て
足
利
義
輝
・
義
昭
に
仕
え
、
後
に
明
智
光
秀
に
従
軍
し
て
討
死
を
遂
げ
た
戦
国
時
代
の
武
将
で
あ
る
。

熱
田
大
宮
司
家
千
秋
氏
は
奉
公
衆
と
し
て
室
町
幕
府
に
出
仕
し
た
が
、
室
町
時
代
後
期
に
高
季
・
晴
季
・
輝
季
と
続
く
奉
公
衆
家
と
季
國
以
降
の

大
宮
司
家
に
家
系
が
分
れ
る
。
千
秋
高
季
は
平
野
社
務
平
野
卜
部
兼
永
の
子
を
養
子
（
千
秋
晴
季
）
と
し
、
晴
季
の
子
が
輝
季
で
あ
る
。
筆
者
は

既
に
別
稿
に
お
い
て
輝
季
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
い
、
更
に
輝
季
が
上
泉
信
綱
に
師
事
し
て
新
陰
流
兵
法
を
修
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
こ
で
課
題
と
し
て
残
し
た
輝
季
の
伝
記
的
研
究
を
本
稿
で
論
じ
る
。
輝
季
は
足
利
義
輝
・
義
昭
二
代
に
仕
え
、
足
利
義
昭
と
織
田
信
長
が
対
立

す
る
と
、
織
田
方
の
明
智
光
秀
に
従
軍
し
て
足
利
方
の
今
堅
田
城
を
攻
め
た
際
に
討
死
し
た
。
こ
の
輝
季
の
討
死
は
、
累
代
の
奉
公
衆
家
千
秋
刑

部
少
輔
家
の
当
主
、
輝
季
が
足
利
将
軍
家
を
離
反
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
遺
族
と
な
っ
た
千
秋
晴
季
（
月
斎
）
も
ま
た
京
都
追
放
後
の
義
昭
に
従
っ

た
形
跡
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
輝
季
の
参
戦
・
討
死
を
以
て
熱
田
大
宮
司
を
輩
出
し
た
奉
公
衆
千
秋
刑
部
少
輔
家
の
奉
公
衆
勤
仕
は
一
応

の
終
結
を
み
た
と
指
摘
で
き
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

熱
田
大
宮
司

奉
公
衆

千
秋
輝
季

明
智
光
秀
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一
、
は
じ
め
に

以
前
筆
者
は
千
秋
輝
季
の
編
年
史
料
集
を
作
成
し
、
一
族
関
係
の
整
理
、
諱
・
官
途
や
年
齢
の
推
定
な
ど
の
基
礎
的
考
察
を
行
っ
た（
１
）。

そ
の
成
果
に
よ
る
と
、
千
秋
輝
季
の
生
年
は
不
詳
、
没
年
は
元
亀
四
年
（
天
正
元
年
・
一
五
七
三
）
で
あ
り
、
享
年
は
三
十
歳
前
後
（
前
後

五
歳
程
度
の
幅
）
と
推
測
さ
れ
る
。
当
初
「
次
郎
」
を
称
し
た
が
、
従
五
位
下
・
左
近
将
監
を
経
て
従
五
位
上
・
刑
部
少
輔
に
叙
任
さ
れ
た
。

父
は
室
町
幕
府
奉
公
衆
・
千
秋
晴
季
（
月
斎
）、
兄
弟
に
小
泉
太
郎
左
衛
門
尉
が
お
り
、
妻
は
清
原
業
賢
の
息
女
で
、
千
秋
晴
季
の
実
父

は
平
野
社
預
・
三
位
平
野
卜
部
兼
永
で
あ
る
。
熱
田
大
宮
司
家
の
流
れ
を
汲
む
千
秋
家
は
室
町
期
に
熱
田
大
宮
司
を
輩
出
し
、
一
族
は
室

町
幕
府
奉
公
衆
と
し
て
幕
府
に
累
代
出
仕
し
た
。
輝
季
は
永
禄
二
〜
四
年
頃
に
は
足
利
義
輝
の
奉
公
衆
、
永
禄
六
年
に
は
申
次
と
し
て
活

動
し
て
お
り
、
節
朔
衆
と
し
て
も
殊
遇
さ
れ
、
義
輝
弑
逆
後
は
父
・
千
秋
月
斎
と
共
に
足
利
義
昭
に
従
っ
て
い
る
。
元
亀
年
間
に
は
明
智

光
秀
と
の
交
流
が
窺
わ
れ
る
。
元
亀
四
年
二
月
、
足
利
義
昭
と
織
田
信
長
の
対
立
に
よ
り
、
柴
田
勝
家
・
明
智
光
秀
等
は
足
利
方
の
近
江

国
今
堅
田
城
を
攻
め
る
が
、
そ
の
際
千
秋
輝
季
は
光
秀
に
従
軍
し
て
討
死
を
遂
げ
る
。
輝
季
夫
人
も
ま
た
若
く
し
て
没
し
た
様
で
あ
る
。

輝
季
は
上
泉
信
綱
よ
り
新
陰
流
兵
法
を
学
び
、
師
匠
で
あ
る
上
泉
信
綱
の
位
階
昇
進
に
協
力
し
、
元
天
台
座
主
で
あ
っ
た
応
胤
親
王
の

御
前
や
太
秦
真
珠
院
な
ど
で
、
信
綱
と
共
に
兵
法
の
演
武
を
行
っ
て
い
る（
２
）。

こ
の
様
に
輝
季
の
基
礎
的
研
究
と
上
泉
信
綱
と
の
関
係
に
特

化
し
た
研
究
を
行
っ
た
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
様
に
輝
季
の
伝
記
的
研
究
を
課
題
と
し
て
残
し
た
。
よ
っ
て
本
稿
末
の
「
千
秋
輝
季
編
年
史

料
集
」（
３
）（

以
下
、
単
に
「
史
料
集
」
と
表
記
、
引
用
の
史
料
番
号
を
【

】
に
表
記
）
を
基
礎
史
料
と
し
輝
季
の
生
涯
を
通
覧
す
る
。

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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二
、
千
秋
輝
季
の
生
涯

足
利
義
輝
在
世
期

輝
季
の
確
実
な
初
見
は
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
十
二
月
の
叙
爵
の
記
事
で
【
２
】、
こ
の
時
期
の
叙
爵
は
永
禄
元
年
十
一
月
に
足
利

義
輝
が
三
好
長
慶
と
和
睦
し
五
年
ぶ
り
に
入
京
し
た
こ
と
と
の
関
連
性
が
指
摘
で
き
る
。
拙
稿（
４
）で

述
べ
た
様
に
、
永
禄
元
年
頃
に
は
父
千

秋
晴
季
が
剃
髪
し
て
お
り
、
永
禄
二
年
頃
の
幕
臣
歴
名
で
あ
ろ
う
「
室
町
家
日
記
別
録
」
に
は
千
秋
月
斎
・
輝
季
の
名
は
無
く
、
ほ
ぼ
近

い
時
期
の
幕
臣
歴
名
で
あ
る
「
貞
助
記
」
に
は
二
番
衆
に
「
千
秋
次
郎
」
が
記
載
さ
れ
る
か
ら
、
足
利
義
輝
の
動
向
に
連
動
し
つ
つ
、
こ

の
時
期
に
奉
公
衆
千
秋
家
の
世
代
交
代
が
認
め
ら
れ
る
。

永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
は
「
節
朔
衆
千
秋
」
と
あ
り
【
４
】、
晴
季
（
月
斎
）
の
剃
髪
を
引
退
と
す
れ
ば
、
輝
季
も
ま
た
節
朔
衆
と

し
て
殊
遇
を
得
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
永
禄
六
〜
七
年
頃
の
幕
臣
歴
名
に
は
、
義
輝
の
申
次
職
と
し
て
輝
季
が
記
載
さ
れ
る
が
【
７
】、

既
に
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
の
義
輝
の
三
好
邸
御
成
に
際
し
て
輝
季
の
側
近
と
し
て
の
活
動
が
窺
わ
れ
る
【
５
】。

永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
に
足
利
義
輝
が
弑
逆
さ
れ
多
数
の
義
輝
近
臣
が
討
死
す
る
が
、
こ
の
時
の
輝
季
の
動
向
は
不
明
で
、
恐
ら
く

将
軍
御
所
に
は
不
在
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
義
輝
の
遺
臣
達
は
、
細
川
藤
孝
の
様
に
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
離
京
す
る
者
、
足
利
義
栄

や
三
好
氏
の
勢
力
に
与
し
て
在
京
す
る
者
、
中
立
的
立
場
の
者
、
在
京
し
な
が
ら
も
義
昭
と
通
じ
る
者
な
ど
、
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

足
利
義
昭
上
洛
以
前

義
輝
弑
逆
後
、
遺
臣
達
に
奉
戴
さ
れ
た
義
昭
は
諸
侯
を
頼
っ
て
諸
国
を
渡
り
、
最
終
的
に
織
田
信
長
に
推
戴
さ
れ
上
洛
を
果
た
す
が
、
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こ
の
流
浪
の
間
に
形
成
さ
れ
た
義
昭
家
臣
歴
名
が
「
永
禄
六
年
諸
役
人
附
」
の
後
半
部
分
と
言
わ
れ（
５
）【

10
】、
そ
の
中
に
月
斎
・
輝
季
（
左

近
将
監
）
共
に
記
載
さ
れ
る
か
ら
、
父
子
が
義
昭
に
随
伴
し
て
諸
国
を
転
じ
た
も
の
か
、
在
京
し
な
が
ら
義
昭
に
通
じ
て
い
た
の
か
は
明

確
で
は
な
い
が
、
千
秋
父
子
は
足
利
義
栄
で
は
な
く
義
昭
に
従
っ
た
こ
と
が
判
る
。
木
下
昌
規
氏
は
義
昭
期
に
申
次
な
ど
の
活
動
が
伺
え

る
人
物
の
一
覧
表
を
作
成
し
て
千
秋
月
斎
の
動
向
を
義
昭
上
洛
以
前
は
在
京
と
把
握
し
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
一
覧
表
と
い
う
性
質
上
か

ら
か
、
根
拠
史
料
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い（
６
）。

こ
こ
で
は
特
に
義
輝
弑
逆
後
か
ら
義
昭
上
洛
以
前
の
月
斎
の
動
向
を
考
え
て
み
る
。
月
斎
の

在
京
を
証
明
す
る
に
は
、
義
昭
在
国
中
の
期
間
に
在
京
の
公
家
日
記
等
に
月
斎
と
の
交
流
記
事
が
頻
出
す
る
か
、
在
京
そ
の
も
の
を
示
し

た
史
料
を
挙
げ
る
か
、
逆
に
義
昭
に
確
実
に
随
行
し
な
か
っ
た
と
い
う
史
料
を
挙
げ
る
等
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
月
斎
・
輝
季
が
公
家

の
日
記
等
に
記
載
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
短
期
間
・
一
定
期
間
の
在
京
と
も
考
え
ら
れ
て
確
定
し
難
い
。
管
見
で
は
月
斎
・
輝
季
の
在

京
在
国
を
確
定
で
き
な
い
が
、
参
考
と
し
て
「
兼
右
卿
記
」
に
記
載
さ
れ
た
兼
右
と
月
斎
と
の
交
流
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

千
秋
月
斎
の
従
兄
弟
吉
田
兼
右
の
日
記
「
兼
右
卿
記
」
は
、
永
禄
元
年
（
五
月
以
降
）
〜
三
年
と
、
こ
の
義
昭
在
国
中
の
永
禄
九
年
・

十
年
（
一
〜
九
月
）・
十
一
年
（
一
〜
九
月
）
そ
し
て
義
昭
上
洛
後
の
永
禄
十
二
年
（
一
〜
六
月
）
の
記
録
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る（
７
）。

永
禄
元

年
（
一
五
五
八
）
頃
は
千
秋
晴
季
が
剃
髪
し
、
輝
季
が
叙
爵
し
て
義
輝
に
出
仕
し
て
お
り
、
こ
の
頃
、
月
斎
は
在
京
し
て
い
る
。「
兼
右

卿
記
」
は
永
禄
元
年
正
月
の
記
録
自
体
を
欠
い
て
お
り
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
一
月
九
日
条
・
三
年
（
一
五
六
〇
）
一
月
七
日
条
に

は
年
始
の
礼
と
し
て
月
斎
が
兼
右
を
訪
問
し
て
い
る
記
事
が
あ
り
、
月
斎
の
兼
右
へ
の
年
始
の
礼
の
時
期
は
正
月
上
旬
が
恒
例
で

あ
っ
た
。

し
か
し
義
昭
が
在
国
し
た
永
禄
九
・
十
年
に
は
年
始
の
礼
も
含
め
月
斎
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
永
禄
十
一
年
正
月
四
日
に

は
月
斎
の
兼
右
へ
の
年
始
の
礼
が
記
録
さ
れ
、
こ
の
年
の
九
月
に
義
昭
が
入
京
し
十
月
に
征
夷
大
将
軍
に
就
任
す
る
。
翌
永
禄
十
二
年

（
一
五
六
九
）
正
月
五
日
に
三
好
勢
が
義
昭
の
居
所
本
国
寺
を
包
囲
す
る
が
、
こ
の
様
な
事
情
か
ら
当
年
の
月
斎
の
兼
右
へ
の
年
始
の
礼

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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は
取
止
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
月
一
日
に
兼
右
は
月
斎
を
通
じ
て
義
昭
に
頭
巾
着
用
御
免
を
請
願
し
て
お
り
、
両
者
の
交
流
は
続
い
て
い
る（
８
）。

兼
右
は
頭
巾
着
用
願

や
、
石
清
水
八
幡
宮
清
祓
警
護
の
請
願
【
17
】
に
関
し
て
月
斎
を
義
昭
の
取
次
と
し
て
い
る
様
に
、
兼
右
と
月
斎
の
一
族
の
協
力
関
係
は

維
持
さ
れ
て
い
る
の
に
、
義
昭
在
国
中
は
「
兼
右
卿
記
」
に
月
斎
と
兼
右
の
交
流
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
義
昭
上
洛
の
年
で
あ
る
永
禄
十

一
年
を
除
き
、
永
禄
九
年
〜
十
年
の
義
昭
在
国
期
の
、
月
斎
の
兼
右
へ
の
恒
例
の
年
始
の
礼
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
鑑
み
る
と
、

月
斎
・
輝
季
父
子
が
義
昭
に
随
行
し
て
い
た
こ
と
の
微
証
と
も
見
ら
れ
る
が
、
在
国
中
の
義
昭
に
近
習
し
て
い
る
史
料
も
管
見
に
は
及
ば

な
い
の
で
、
父
子
の
動
向
は
今
の
と
こ
ろ
確
定
で
き
な
い
。

尚
、
足
利
義
昭
の
朝
倉
邸
御
成
に
際
し
て
辻
固
警
護
に
千
秋
因
幡
守
・
千
秋
左
京
亮
が
、
御
能
役
者
次
第
に
千
秋
又
三
郎
・
千
秋
和
泉

の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の
一
族
は
『
鯖
江
市
史
』
で
も
こ
れ
ら
は
奉
公
衆
千
秋
氏
の
流
を
汲
む
越
前
千
秋
氏
の
末
裔
と
把
握
し
て

い
る
様
で
あ
る（
９
）。

こ
の
朝
倉
氏
に
与
し
た
越
前
千
秋
家
、
京
都
の
奉
公
衆
千
秋
刑
部
少
輔
家
、
尾
張
の
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
の
一
族
間
の

連
携
・
交
流
に
つ
い
て
は
中
世
熱
田
大
宮
司
研
究
の
課
題
と
な
ろ
う
。

足
利
義
昭
上
洛
後

奉
公
衆
で
あ
っ
た
月
斎
・
輝
季
父
子
は
、
義
昭
入
京
以
降
は
在
京
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
【
11
〜
】。
月
斎
は
頭
巾
御
免
・

清
祓
警
護
の
吉
田
家
の
依
頼
等
を
義
昭
に
取
次
い
で
い
る
が
、
川
元
奈
々
氏
は
義
昭
の
申
次
は
役
職
と
し
て
の
申
次
と
、
役
職
で
は
な
い

が
行
為
と
し
て
申
次
を
行
う
幕
臣
の
二
種
が
あ
り
、
特
に
後
者
を
義
昭
の
「
側
近
中
の
側
近
」
と
想
定
し
て
お
り（
10
）、

兼
右
も
義
晴
以
来
の

老
臣
で
あ
っ
た
月
斎
の
取
次
に
期
待
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
月
斎
の
幕
府
内
で
の
活
動
は
史
料
上
明
確
な
が
ら
、
輝
季
に
関
し
て
は

義
昭
の
家
臣
歴
名
の
三
番
衆
に
名
を
連
ね
た
も
の
の
、
具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
清
祓
警
護
に
際
し
、
千
秋
月
斎
・
細
川
藤
孝
・
飯
川
秋
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共
・
千
秋
輝
季
が
関
与
し
て
お
り
【
17
】、
こ
の
人
々
は
吉
田
一
族
衆
で
あ
り
且
つ
幕
臣（
11
）と

い
う
面
々
で
あ
ろ
う
。

元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
六
月
十
七
日
、
千
秋
輝
季
は
中
御
門
宣
教
を
通
じ
て
禁
裏
へ
従
五
位
上
・
刑
部
少
輔
へ
の
昇
進
を
奏
請
し
、

勅
許
を
賜
っ
た
。【
11
・
12
】
こ
の
時
、
兵
法
の
師
範
で
あ
っ
た
上
泉
信
綱
も
従
四
位
下
を
奏
請
し
て
お
り
、
信
綱
は
約
十
日
後
に
叙
さ

れ
て
い
る
。
奏
請
を
行
っ
た
中
御
門
宣
教
も
輝
季
の
親
族
関
係
に
あ
り（
12
）、

交
流
が
見
ら
れ
る
【
６
・
18
】
の
で
、
信
綱
の
位
階
奏
請
は
輝

季
の
宣
教
の
協
力
に
よ
る
も
の
と
見
て
良
か
ろ
う
。
通
例
の
場
合
、
奉
公
衆
千
秋
家
の
極
位
は
従
五
位
上
で
極
官
は
刑
部
少
輔
で
あ
っ
た

が
、
先
代
の
千
秋
晴
季
が
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
か
ら（
13
）、

更
な
る
昇
叙
の
可
能
性
も
あ
っ
た
。

輝
季
は
義
昭
（
幕
府
）
か
ら
で
は
な
く
、
中
御
門
氏
を
通
じ
て
官
位
を
奏
請
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
木
下
聡
氏
に
よ
る
と
義
稙
期

以
降
も
幕
府
を
介
し
て
の
叙
任
が
続
け
ら
れ
る
一
方
で
、
幕
府
を
介
さ
な
い
例
も
前
代
に
比
し
て
増
加
し
て
お
り
、
大
ま
か
に
公
家
・
社

寺
を
介
し
て
の
ル
ー
ト
が
あ
る
と
い
う
か
ら（
14
）、

輝
季
の
官
位
奏
請
も
こ
れ
に
準
拠
す
る
。
但
し
大
名
で
は
な
く
奉
公
衆
で
あ
り
、
奉
公
衆

の
類
例
は
明
確
で
は
な
く
、
ま
た
奉
公
衆
と
は
い
え
、
平
野
卜
部
一
族
と
い
う
公
家
衆
の
一
族
と
い
う
特
殊
性
に
も
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

こ
の
奏
請
の
約
二
か
月
後
、
上
泉
信
綱
・
千
秋
輝
季
は
元
天
台
座
主
応
胤
親
王
（「
梨
門
」）
の
御
前
や
太
秦
真
珠
院
に
お
い
て
兵
法
演

武
を
行
っ
て
い
る
【
13
・
15
】。
拙
稿（
15
）で

も
指
摘
し
た
様
に
応
胤
親
王
と
輝
季
は
既
に
面
識
が
あ
り
【
９
】、
官
位
奏
請
・
御
前
演
武
共
に
、

輝
季
は
師
匠
で
あ
る
信
綱
を
支
え
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
信
綱
に
と
っ
て
大
事
な
機
会
で
あ
ろ
う
親
王
御
前
演
武
に
際
し
て
演
武

の
相
手
と
な
っ
た
輝
季
も
ま
た
、
新
陰
流
の
剣
術
の
技
量
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
十
一
月
二
十
九
日
に
は
輝
季
は
言

継
か
ら
「
愛
洲
薬
」
を
貰
っ
て
い
る
【
16
】。
ま
た
「
愛
洲
薬
」
は
打
撲
・
外
傷
及
び
婦
人
病
に
効
能
の
あ
る
薬
で
、
上
泉
信
綱
が
言
継

に
調
薬
方
法
を
再
度
に
わ
た
り
伝
授
さ
れ
た
経
緯
を
も
つ
薬
で
あ
る（
16
）。

そ
の
他
、
元
亀
元
年
〜
二
年
頃
の
輝
季
の
記
録
を
見
る
と
、
祭
祀
・
信
仰
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
、
旧
主
義
輝
の
追
善
供
養
参
詣
【
23
】

千
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や
、
千
秋
輝
季
・
清
原
国
賢
共
々
、
卜
部
一
族
と
し
て
神
龍
社
（
神
龍
院
・
吉
田
兼
倶
）
の
祭
祀
へ
の
参
列
【
36
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
芸

能
に
関
し
て
は
、
猿
楽
見
物
【
14
】
音
曲
【
18
】、
能
見
物
【
29
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
武
芸
に
関
し
て
は
、
上
泉
信
綱
か
ら
兵
法
を
学
ん

だ
清
原
国
賢（
17
）と

共
に
輝
季
は
店
屋
で
の
具
足
の
見
物
【
34
】
を
し
て
い
る
。
ま
た
輝
季
は
国
賢
邸
の
屋
根
葺
き
に
人
足
を
派
遣
し
て
お
り

【
21
】、
前
述
の
「
愛
洲
薬
」
の
所
望
な
ど
、
生
活
面
で
の
交
流
も
窺
え
る
。
そ
の
他
に
は
訪
問
・
会
食
・
談
話
の
記
事
が
あ
り
【
19
・
20
・

25
〜
30
】、
輝
季
の
交
流
し
た
人
物
は
、
吉
田
兼
見
、
清
原
国
賢（
18
）、

飯
川
秋
共
（
飯
治
）
上
野
信
忠
（
上
佐
）、
三
淵
秋
豪
（
三
弥
）、
三
淵

秋
豪
（
三
和
）、
寿
命
院
聖
碩
（
寿
命
）、
南
豊
軒
周
超
（
南
豊
軒
）
等
が
挙
が
る
。

奉
公
衆
等
の
武
家
衆
は
勿
論
の
こ
と
、
清
原
・
吉
田
卜
部
氏
な
ど
と
親
戚
関
係
に
あ
る
様
に
、
公
家
衆
と
の
交
流
も
保
っ
て
お
り
、
輝

季
の
武
家
衆
・
公
家
衆
双
方
と
の
繋
が
り
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
智
光
秀
と
の
交
流

「
国
賢
卿
記
」
に
は
輝
季
と
明
智
光
秀
の
交
流
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
【
20
・
31
・
32
】。
史
料
【
19
】
は
明
智
光
秀
訪
問
後
の
吉
田

兼
右
を
千
秋
輝
季
と
清
原
国
賢
が
訪
ね
て
お
り
、
偶
々
と
も
見
ら
れ
る
が
、
兼
右
を
介
し
て
明
智
と
千
秋
・
清
原
が
通
じ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。
続
い
て
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
五
月
に
は
千
秋
輝
季
が
近
江
国
志
賀
か
ら
上
洛
し
て
い
る
【
20
】。

高
柳
光
寿
氏
に
よ
る
と
、
元
亀
元
年
九
月
に
志
賀
城
を
巡
り
浅
井
・
朝
倉
と
織
田
の
攻
防
で
織
田
方
の
志
賀
城
主
森
可
成
が
討
死
、
九

月
二
十
三
日
に
は
志
賀
城
を
回
復
し
た
織
田
信
長
は
そ
の
後
に
同
城
を
修
築
し
た
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
元
亀
二
年
二
月
に
浅
井
方
の
礒
野

員
昌
が
降
伏
し
て
近
江
高
島
へ
退
く
に
当
た
り
丹
羽
長
秀
・
堅
田
衆
・
明
智
光
秀
の
間
に
交
渉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
光
秀
が
志
賀
郡
を
与

え
ら
れ
た
と
推
測
し
て
お
り
、
更
に
「
元
亀
二
年
記
」
の
記
録
（
史
料
【
31
・
32
】
に
相
当
）
か
ら
光
秀
は
七
月
に
は
志
賀
城
に
在
城
し
所

用
に
よ
っ
て
上
京
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
19
）。

史
料
【
20
】
に
注
目
す
る
と
千
秋
輝
季
が
志
賀
か
ら
上
洛
し
て
清
原
国
賢
を
訪
ね
て
い
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る
か
ら
、
光
秀
・
輝
季
・
国
賢
の
関
係
（
輝
季
は
光
秀
に
従
軍
し
て
討
死
【
38
】、
国
賢
は
輝
季
を
同
道
し
て
光
秀
を
志
賀
に
訪
問
【
32
】）
を
考
え

る
と
、
こ
の
時
輝
季
は
光
秀
を
訪
ね
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
五
月
の
段
階
で
光
秀
は
志
賀
に
居
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

五
月
九
日
に
志
賀
よ
り
上
洛
し
た
輝
季
【
20
】
は
所
用
を
済
ま
せ
て
【
21
】
再
び
五
月
十
二
日
に
は
行
き
先
は
不
明
な
が
ら
「
少
下
向
」

【
22
】
し
て
お
り
、
五
月
十
九
日
に
は
光
源
院
殿
（
旧
主
義
輝
）
追
善
供
養
に
上
洛
し
て
い
る
か
ら
【
23
】、
輝
季
は
京
と
近
江
国
志
賀
郡

等
に
往
来
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
尚
、
輝
季
が
奉
公
衆
で
あ
っ
た
こ
と
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
二
月
の
時
点
で
吉
田
兼
見
を
し
て

輝
季
等
が
「
帰
京
」
し
た
と
記
録
さ
れ
る
こ
と
か
ら
【
37
】、
輝
季
の
拠
点
は
京
中
と
考
え
る
。

史
料
【
31
】
に
「
以
千
刑
来
向
云
」
と
あ
る
様
に
輝
季
は
光
秀
と
国
賢
の
仲
介
を
し
て
い
る
。
一
宿
覚
悟
で
下
向
し
た
清
原
国
賢
は
、

光
秀
の
多
忙
に
よ
り
結
局
城
の
大
手
口
で
移
動
中
の
光
秀
に
「
一
礼
」
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
【
32
】、
輝
季
の
同
道
は
取
次
役
を
期
待

し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
足
利
義
昭
の
奉
公
衆
・
奉
行
衆
は
、
京
都
追
放
後
も
足
利
義
昭
に
従
う
者（
20
）と

織
田
家
に
仕
え
る
者
が
知
ら
れ
、
織
田
家
で
も
藤

孝
の
様
に
重
臣
と
な
っ
た
者
や
信
長
直
臣
と
な
る
者
、
明
智
光
秀
に
仕
え
る
者
等
様
々
で
あ
り
、
幕
臣
一
族
か
ら
の
光
秀
の
麾
下
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
者
に
伊
勢
貞
興
・
千
秋
輝
季
・
諏
訪
飛
騨
守
・
御
牧
三
左
衛
門
等
が
知
ら
れ
、
細
川
藤
孝
は
光
秀
の
組
下
と
な
っ
て
い

る
。
義
昭
に
従
っ
た
三
淵
藤
英
・
秋
豪
は
光
秀
の
預
か
り
と
な
り
、
信
長
の
命
で
切
腹
し
て
お
り
、
輝
季
が
こ
の
様
な
状
況
で
、
光
秀
麾

下
と
な
っ
た
こ
と
が
染
谷
光
広
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が（
21
）、

染
谷
氏
は
輝
季
に
つ
い
て
は
千
秋
月
斎
の
子
で
幕
臣
で
あ
っ
た

こ
と
を
推
測
し
た
上
で
光
秀
麾
下
で
の
戦
死
と
、
光
秀
に
よ
る
そ
の
供
養
に
つ
い
て
記
す
の
み
で
あ
る
。

輝
季
が
光
秀
に
従
軍
し
て
今
堅
田
合
戦
で
討
死
し
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
義
昭
と
信
長
と
の
対
立
が
表
面
化
し
た
今
堅
田

合
戦
に
お
い
て
、
輝
季
は
突
如
と
し
て
光
秀
に
与
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
様
に
元
亀
二
年
に
遡
る
輝
季
と
光
秀
の
交
流
が
基
底
に

あ
っ
た
と
、
新
た
に
指
摘
で
き
よ
う
。
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輝
季
の
討
死

足
利
義
昭
と
織
田
信
長
の
対
立
に
よ
り
、
義
昭
の
命
を
受
け
た
光
浄
院
暹
慶
等
が
石
山
・
今
堅
田
に
兵
を
集
め
る
と
、
織
田
信
長
は
柴

田
・
蜂
屋
・
丹
羽
・
明
智
等
の
諸
将
に
命
じ
、
元
亀
四
年
二
月
二
十
四
日
に
石
山
城
を
攻
め
て
二
十
六
日
に
こ
れ
を
降
し
、
二
月
二
十
九

日
に
今
堅
田
城
を
陥
落
さ
せ
た（
22
）。

明
智
光
秀
（
織
田
方
）
に
従
っ
た
千
秋
輝
季
は
勝
戦
に
お
い
て
討
死
を
遂
げ
る
【
38
】。
そ
こ
で
諸
史

料
か
ら
合
戦
時
に
お
け
る
輝
季
の
動
向
を
見
て
お
き
た
い
。

①
「
兼
見
卿
記
」【
38
】

明
智
至
今
堅
田
手
遣
、
彼
在
城
責
落
、
悉
明
智
討
取
云
々
、
此
時
千
秋
刑
部
少
輔
討
死
了
、
月
斎
愁
嘆
絶
入
了
、
不
便
之
次
第
也
、

明
智
者
数
輩
討
死
云
々

②
「
信
長
公
記
」（
23
）

二
月
廿
九
日
辰
剋
、
今
堅
田
へ
取
懸
け
、
明
智
十
兵
衛
囲
舟
を
拵
へ
、
海
手
の
方
を
東
よ
り
西
に
向
つ
て
攻
め
ら
れ
候
。
丹
羽
五
郎

左
衛
門
・
蜂
屋
兵
庫
頭
両
人
者
、
辰
巳
角
よ
り
戌
亥
へ
向
つ
て
攻
め
ら
れ
候
。
終
に
午
剋
に
明
智
十
兵
衛
攻
口
よ
り
乗
破
り
訖
。
数

輩
切
り
捨
て
、
こ
れ
に
依
つ
て
志
賀
郡
過
半
相
静
ま
り
、
明
智
十
兵
衛
坂
本
に
在
城
な
り
。
柴
田
修
理
・
蜂
屋
兵
庫
頭
・
丹
羽
五
郎

左
衛
門
三
人
帰
陣
候
し
な
り
。

③
「
明
智
軍
記
」（
24
）

一
方
ニ
ハ
蜂
屋
兵
庫
・
丹
羽
五
郎
左
衛
門
ヲ
先
ト
シ
テ
、
同
廿
九
日
ノ
早
朝
ニ
堅
田
ノ
南
ナ
ル
松
原
ノ
辺
ニ
舟
ヲ
寄
、
外
郭
ヲ
打
破

ラ
ン
ト
喚
叫
テ
攻
ニ
ケ
リ
。（
中
略
）
明
智
十
兵
衛
モ
一
方
ノ
大
将
ト
シ
テ
、
舟
ヲ
敵
城
ノ
艮
ナ
ル
海
上
四
五
町
外
ニ
漕
並
べ
、
棒

火
矢
・
乱
火
ナ
ド
云
大
鉄
炮
ヲ
三
十
余
挺
、
一
度
ニ
城
中
ヘ
打
懸
タ
リ
ケ
レ
バ
、
小
屋
・
城
戸
・
櫓
ナ
ド
十
余
箇
所
ニ
火
燃
付
キ
タ

ル
ニ
、
折
節
北
風
吹
キ
ケ
ル
ニ
依
テ
、
焔
盛
ン
ニ
燃
上
ケ
ル
ヲ
、
城
中
ノ
者
周
章
騒
テ
、
敵
ヲ
可
防
事
ヲ
忘
レ
、
火
ヲ
打
消
サ
ン
ト
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鬩
ケ
ル
ヲ
、
明
智
光
秀
遙
カ
ニ
見
テ
、
再
拝
ヲ
取
テ
諸
軍
ヲ
下
知
シ
、
急
ギ
舟
共
ヲ
城
際
ヘ
漕
ギ
寄
サ
セ
、
十
文
字
ノ
鎌
。
鑓
ヲ
揃

ヘ
、
塀
ノ
棟
木
ニ
打
掛
曳
々
声
ヲ
出
シ
引
ケ
レ
バ
、
塀
七
・
八
間
倒
シ
テ
、
石
垣
ノ
下
ニ
ゾ
落
入
ケ
ル
。
寄
手
弥
競
進
テ
、
石
垣
ヲ

堀
崩
サ
ン
ト
鉄
炮
ヲ
取
直
シ
、
金
手
子
ト
号
テ
、
石
ト
モ
ヲ
刎
破
リ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
跡
平
地
ト
ゾ
成
リ
ニ
ケ
ル
。
明
智
此
時
軍
勢

ヲ
励
シ
、
真
先
ニ
城
中
ヘ
攻
入
。
光
秀
其
日
ノ
装
束
ニ
ハ
、
丁
子
樺
威
ノ
鎧
、
同
毛
ノ
五
枚
甲
ノ
緒
ヲ
締
、
二
間
柄
ノ
直
鎗
打
振
リ

ツ
ヽ
、
溝
尾
庄
兵
衛
茂
朝
、
今
嶺
頼
母
為
正
ヲ
左
右
ニ
立
防
。
敵
ニ
馳
合
、
自
身
能
武
者
三
騎
撞
臥
、
ア
タ
リ
ヲ
払
テ
八
面
ニ
当
リ
、

陰
ニ
閉
、
陽
ニ
囲
ミ
、
敵
ヲ
追
靡
ケ
、
味
方
ヲ
下
知
シ
テ
攻
戦
。
明
智
弥
兵
次
、・
三
宅
藤
兵
衛
・
藤
田
伝
五
・
妻
木
主
計
・
明
智

十
郎
左
衛
門
・
松
田
太
郎
左
衛
門
・
池
田
壱
岐
守
・
比
田
帯
刀
・
明
智
次
右
衛
門
等
時
ニ
門
ヲ
破
リ
、
塀
ヲ
超
テ
無
二

隙
間
一

戦
シ
カ

バ
、
城
中
ノ
軍
兵
悉
ク
乱
破
テ
、
渡
辺
源
兵
衛
・
磯
貝
市
正
・
沢
田
左
助
・
和
爾
左
京
・
中
橋
太
郎
助
以
下
宗
徒
ノ
勇
士
五
十
八
騎
、

其
外
兵
三
百
余
人
、
各
爰
ニ
テ
討
ニ
ケ
リ
。

④
「
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
」（
25
）

信
長
の
重
立
ち
た
る
将
軍
二
人
中
の
一
人
な
る
柴
田
殿
、
約
九
日
前
五
・
六
千
人
を
率
ゐ
て
坂
本
よ
り
二
レ
グ
ワ
の
堅
田
の
城
を
攻

め
た
り
、
同
城
は
一
向
宗
徒
に
属
し
、
坊
主
の
守
将
は
戦
争
に
熟
達
し
、
四
時
間
餘
戦
ひ
し
が
、
死
者
五
百
人
、
負
傷
者
千
餘
人
を

出
し
て
、
城
は
終
に
陥
落
せ
り
、
我
等
が
美
濃
の
国
よ
り
帰
り
し
時
、
坂
本
の
城
に
在
り
、
同
地
に
て
尊
師
を
訪
問
せ
る
公
方
様
の

家
臣
な
る
キ
リ
シ
タ
ン
此
際
殺
さ
れ
た
り

⑤
「
福
伝
寺
宝
物
縁
起
」（
26
）

天
正
元
年
二
月
に
義
昭
将
軍
、
信
長
公
と
鉾
楯
に
付
、
堅
田
に
一
城
を
築
て
、
信
長
公
の
上
洛
を
遮
り
と
ゝ
め
ん
と
し
給
ふ
節
、
当

寺
の
先
祖
田
中
坊
了
仙
に
御
加
勢
仕
へ
き
旨
、
顕
如
上
人
よ
り
御
書
を
下
し
給
り
け
れ
ハ
、
師
旦
十
七
人
籠
城
し
海
手
に
向
て
防
き

戦
か
ふ
、
既
に
打
取
ら
ん
と
し
け
る
処
に
、
山
の
手
の
軍
忽
ち
に
破
て
城
中
に
黒
煙
推
し
か
ゝ
り
け
れ
は
ハ
、
田
中
坊
力
及
は
す
、

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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主
従
ち
り
〳
〵
に
落
延
ひ
け
り
、
此
ゆ
へ
に
同
九
月
に
、
明
智
数
千
騎
に
て
田
中
の
城
を
攻
め
破
る
、
城
主
田
中
坊
ハ
切
腹
す
、
こ

れ
に
依
て
旦
多
山
田
中
坊
一
時
に
没
落
し
け
り

ま
ず
史
料
①
『
兼
見
卿
記
』
に
は
「
彼
在
城
責
落
、
悉
明
智
討
取
云
々
」
と
あ
り
、
明
智
勢
が
主
と
し
て
今
堅
田
城
を
攻
略
し
た
こ
と
、

千
秋
輝
季
が
討
死
し
た
こ
と
に
関
す
る
伝
聞
記
事
が
記
さ
れ
る
。
史
料
②
「
信
長
公
記
」
で
は
更
に
具
体
的
に
記
さ
れ
、
辰
刻
、
明
智
光

秀
が
城
の
東
方
で
あ
る
琵
琶
湖
上
よ
り
、
丹
羽
長
秀
・
蜂
屋
頼
隆
が
東
南
よ
り
城
を
攻
撃
し
、
午
刻
に
至
り
光
秀
の
軍
勢
が
城
内
に
突
入
、

や
が
て
落
城
し
た
様
で
あ
る
。
戦
後
、
光
秀
は
坂
本
城
に
在
城
し
、
柴
田
・
丹
羽
・
蜂
屋
は
帰
国
し
た
と
い
う
。

史
料
③
「
明
智
軍
記
」
は
、
最
古
の
版
本
が
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
前
の
成
立
で
あ
り
、
内
容
か
ら
「
信
長
公
記
」

を
中
心
に
「
朝
倉
軍
談
」・「
江
源
武
鑑
」
等
を
参
照
し
て
い
る
と
い
う
軍
記
物
語
で
あ
る
が（
27
）、

同
書
も
ま
た
明
智
光
秀
が
琵
琶
湖
側
よ
り

城
内
に
突
入
し
て
落
城
さ
せ
た
と
記
し
て
い
る（
28
）。

史
料
④
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
通
信
文
に
は
「
坂
本
よ
り
二
レ
グ
ワ
の
堅
田
の
城
を
攻
め
た

り
。
同
城
は
一
向
宗
徒
に
属
し
坊
主
の
守
将
は
戦
争
に
熟
達
し
、
四
時
間
餘
戦
ひ
し
が
死
者
五
百
人
負
傷
者
千
餘
人
を
出
し
て
城
は
終
に

陥
落
せ
り
。」
と
あ
り
、
四
時
間
余
り
で
落
城
し
た
も
の
の
籠
城
勢
の
抗
戦
も
知
ら
れ
る
。
後
世
の
史
料
と
な
る
が
、
史
料
⑤
「
福
伝
寺

宝
物
縁
起
」
に
は
、
籠
城
方
と
し
て
参
戦
し
た
田
中
坊
了
仙
に
主
眼
を
置
い
た
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
了
仙
は
琵
琶
湖
側
を
防
御

し
て
善
戦
し
た
も
の
の
、「
山
の
手
」
よ
り
城
が
攻
略
さ
れ
た
為
に
逃
亡
し
た
と
あ
る
。

次
に
諸
書
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
史
料
②
「
信
長
公
記
」
に
よ
れ
ば
辰
刻
に
開
戦
し
午
刻
に
光
秀
が
城
内
に
入
り
や
が
て

落
城
し
た
と
い
う
が
、
史
料
④
「
四
時
間
餘
戦
ひ
し
が
（
略
）
城
は
終
に
陥
落
せ
り
」
に
大
凡
一
致
し
、
湖
上
か
ら
織
田
勢
が
攻
め
た
こ

と
は
、
史
料
⑤
の
籠
城
側
の
了
仙
が
「
海
手
に
向
て
防
き
戦
か
」
っ
た
こ
と
か
ら
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
諸
史
料
を
総
合
す
る
と
、
城
兵
も
果
敢
に
抗
戦
し
た
も
の
の
、
琵
琶
湖
側
か
ら
の
明
智
光
秀
の
攻
め
口
よ
り
攻
城
戦
が
展
開

し
、
四
時
間
程
で
「
彼
在
城
攻
落
、
悉
明
智
討
取
」（
史
料
①
）
と
い
う
様
に
今
堅
田
城
は
落
城
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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今
堅
田
城
落
城
後
、
織
田
信
長
は
細
川
藤
孝
宛
書
状
に
お
い
て
「
今
堅
田
一
揆
成
敗
之
儀
ニ
付
て
、
世
間
之
か
ほ
つ
き
も
か
ハ
る
の
由

候
、
先
々
可
然
候
哉
」（
29
）と

述
べ
て
お
り
、
こ
の
勝
戦
は
織
田
家
と
将
軍
家
と
の
新
た
な
関
係
を
世
間
に
認
識
さ
せ
る
意
味
で
画
期
的
な
合

戦
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
情
勢
の
中
、
輝
季
は
累
代
奉
公
の
将
軍
家
を
離
れ
明
智
光
秀
に
従
い
、
討
死
を
遂
げ
る
の
で

あ
っ
た
。
嫡
男
で
当
主
で
あ
っ
た
輝
季
の
訃
報
を
聞
い
た
月
斎
の
様
子
は
「
愁
嘆
絶
入
」【
38
】（
30
）と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
族
と
な
っ

た
千
秋
月
斎
が
、
京
都
追
放
後
の
足
利
義
昭
に
随
従
せ
ず
ま
た
在
京
の
ま
ま
義
昭
に
仕
え
た
形
跡
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
熱
田
大

宮
司
を
輩
出
し
た
奉
公
衆
千
秋
刑
部
少
輔
家
累
代
の
奉
公
衆
勤
仕
は
、
輝
季
の
参
戦
と
討
死
を
以
て
一
応
の
終
結
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

明
智
光
秀
に
よ
る
供
養

さ
て
、
史
料
①
「
明
智
者
数
輩
討
死
」
に
よ
り
明
智
方
に
も
討
死
者
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
明
智
光
秀
に
よ
る
供
養
に
よ
り
、

今
堅
田
合
戦
の
討
死
者
が
知
ら
れ
る
。
次
に
史
料
「
西
教
寺
文
書
」（
31
）を

掲
げ
る
。

千
秋
形
部

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

井
上
勝
介

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

堀
部
市
介

三
月
朔
日

壹
斗
貳
升

武
藤
助
次
郎

壹
斗
貳
升

増
位
新
太
郎

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

可
兒
與
十
郎

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

木
村
次
郎
兵
衛

三
月
朔
日

壹
斗
貳
升

中
嶋
左
内

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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佐
藤
又
右
衛
門

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

斎
藤
與
左
衛
門

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

同
彦
次
郎

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

久
世
城
右
衛
門

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

遠
藤
出
羽

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

鱸
喜
四
郎

三
月
朔
日

壹
斗
貳
升

藤
田
伝
七

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

恩
知
左
介

壹
斗
貳
升

清
水
猪
介

二
月
廿
九
日

壹
斗
貳
升

中
間甚

四
郎

三
月
朔
日

壹
斗
貳
升

以
上
十
八
人

右
、
討
死
之
輩
命
日
為
霊
供
令
寄
進
畢
、
仍
如
件
、咲

庵

光
秀
（
花
押
）

元
亀
四
年
五
月
二
十
四
日

西
教
寺
御
納
所

『
大
津
市
史
』（
32
）は

本
文
書
を
「
明
智
光
秀
供
養
米
寄
進
状
」
と
題
し
「
明
智
光
秀
は
足
利
義
昭
軍
の
守
る
今
堅
田
城
を
攻
撃
し
た
。
写
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真
の
文
書
は
そ
の
際
戦
死
し
た
部
下
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
各
々
１
斗
２
升
の
供
養
米
を
西
教
寺
へ
寄
進
し
た
と
き
の
も
の
で
、
部
下
思

い
の
光
秀
の
性
格
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
署
名
の
右
肩
に
記
さ
れ
た
「
咲
庵
」
は
、
彼
の
号
で
あ
ろ
う
か
。」
と
解
説
す
る
。『
西
教
寺

の
歴
史
と
寺
宝
』（
33
）は

「
こ
の
文
書
に
は
「
討
死
之
輩
、
命
日
の
為
に
霊
供
を
寄
進
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
亀
四
年
五
月
二
十
四
日
、

部
下
の
霊
を
弔
う
た
め
に
光
秀
は
、
各
々
一
斗
二
升
の
供
養
米
を
西
教
寺
へ
寄
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
た
と
え
ば
「
千
秋
形
部

二
月
廿
九
日

壹
斗
貮
升
」
と
か
き
出
し
順
次
、
十
八
人
の
討
死
者
の
武
士
・
中
間
（
足
軽
）
と
も
名
前
を
並
記
し
、
二
月
二
十
九
日
、

三
月
一
日
と
命
日
ま
で
明
記
す
る
な
ど
、
光
秀
の
部
下
を
思
う
心
情
を
表
出
さ
せ
た
文
書
で
、
彼
の
性
格
の
一
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。（
略
）
今
堅
田
の
戦
い
の
あ
と
、
三
ヵ
月
後
に
坂
本
城
も
で
き
、
一
段
落
つ
い
た
と
こ
ろ
で
光
秀
は
西
教
寺
に
寄
進
状
を
出
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
解
説
す
る
。

こ
の
様
に
本
文
書
は
光
秀
の
慰
霊
と
い
う
行
為（
34
）と

慰
霊
を
行
っ
た
光
秀
の
性
格
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、
戦
死
者
に
関
す
る
論
述
は
少
な

く
そ
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
と
見
て
良
か
ろ
う
。
そ
こ
で
「
千
秋
形
部
」
と
記
さ
れ
た
千
秋
刑
部
少
輔
輝
季
と
の
関
連
か
ら
同

文
書
を
見
直
し
て
み
た
い
。

こ
の
文
書
に
記
載
さ
れ
た
戦
死
者
は
、
千
秋
形
部
、
井
上
勝
介
、
堀
部
市
介
、
武
藤
助
次
郎
、
増
位
新
太
郎
、
可
兒
與
十
郎
、
木
村
次

郎
兵
衛
、
中
嶋
左
内
、
佐
藤
又
衛
門
、
斎
藤
與
左
衛
門
、
斎
藤
彦
次
郎
、
久
世
城
右
衛
門
、
遠
藤
出
羽
、
鱸
喜
四
郎
、
藤
田
伝
七
、
恩
知

左
介
、
清
水
猪
介
、
中
間
・
甚
四
郎
の
十
八
人
で
、
命
日
で
あ
る
二
月
二
十
九
日
が
十
二
名
、
三
月
朔
日
が
四
名
、
不
記
載
が
二
名
で
、

霊
供
は
各
人
共
に
一
斗
二
升
づ
つ
で
あ
る
。「
千
秋
形
部
」
は
史
料
①
（【
12
・
38
】）
に
よ
り
千
秋
刑
部
少
輔
輝
季
に
比
定
さ
れ（
35
）、「

形
部
」

の
命
日
・
二
月
二
十
九
日
は
今
堅
田
合
戦
の
当
日
で
あ
り
且
つ
「
討
死
之
輩
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
輝
季
が
「
討
死
」（
史
料
①
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

名
簿
の
順
は
命
日
の
順
で
も
霊
供
の
多
少
で
も
な
い
。
本
来
「
千
秋
刑
部
少
輔
」
と
記
さ
れ
る
べ
き
従
五
位
上
・
千
秋
刑
部
少
輔
輝
季

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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が
筆
頭
で
あ
り
、
井
上
〜
清
水
ま
で
の
名
字
を
名
乗
る
武
士
が
続
き
、
末
筆
の
名
字
の
記
載
が
な
い
中
間
・
甚
四
郎
が
末
席
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
井
上
〜
清
水
ま
で
の
序
列
は
不
明
な
が
ら
、
官
位
を
有
す
る
輝
季
が
首
席
（
筆
頭
）、
中
間
・
甚
四
郎
が
末
席
（
末
筆
）
と
い
う

順
序
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
元
々
千
秋
家
が
室
町
幕
府
の
節
朔
衆
・
奉
公
衆
と
い
う
家
格
で
あ
り
義
昭
の
下
で
も
輝
季
と
光
秀
は
同
僚
の
関
係
で
あ
っ
た
こ

と
、
光
秀
の
惟
任
賜
姓
・
日
向
守
任
官
は
天
正
三
年
で
あ
り
、
元
亀
四
年
時
点
で
は
輝
季
は
官
位
に
関
し
て
は
光
秀
よ
り
上
位
で
あ
る
か

ら
、
同
文
書
に
記
さ
れ
た
光
秀
家
臣
団
の
中
で
は
高
位
と
推
測
さ
れ
る
が
、
或
い
は
輝
季
は
家
臣
と
い
う
よ
り
客
将
的
存
在（
36
）で

あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
「
千
秋
刑
部
少
輔
」
を
「
千
秋
形
部
」
と
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
誤
記
以
外
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
輝

季
を
他
の
家
臣
団
と
は
別
格
と
し
て
憚
っ
た
為
の
記
述
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
、
お
わ
り
に

編
年
整
理
し
た
史
料
を
基
に
千
秋
輝
季
の
生
涯
を
通
覧
し
た
。
輝
季
は
父
晴
季
同
様
公
私
共
に
一
族
関
係
を
基
盤
と
し
て
公
家
・
武
家

社
会
共
に
人
脈
を
広
げ
、
足
利
義
輝
・
義
昭
二
代
に
わ
た
り
申
次
・
奉
公
衆
と
し
て
仕
え
た
が
、
足
利
将
軍
家
・
織
田
信
長
に
仕
え
た
明

智
光
秀
と
の
関
係
を
深
め
、
足
利
・
織
田
が
対
立
す
る
と
光
秀
に
従
軍
し
て
討
死
を
遂
げ
た
。
大
凡
三
番
衆
に
固
定
化
さ
れ
て
い
た
千
秋

刑
部
少
輔
家
で
あ
っ
た
が
、
輝
季
が
義
輝
の
二
番
衆
か
ら
申
次
職
へ
抜
擢
さ
れ
、
義
昭
期
に
は
元
の
三
番
衆
へ
異
動
し
て
い
る
点
や
、
輝

季
の
官
位
昇
進
が
公
家
中
御
門
氏
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
等
は
室
町
幕
府
末
期
の
奉
公
衆
体
制
を
考
え
る
上
で
課
題
と
な
り
得

よ
う
。

奉
公
衆
千
秋
家
最
後
の
当
主
で
あ
っ
た
輝
季
が
織
田
信
長
と
足
利
義
昭
の
対
立
に
お
い
て
織
田
方
に
与
し
て
討
死
し
、
遺
族
と
な
っ
た

千
秋
月
斎
が
そ
の
後
も
足
利
義
昭
に
臣
従
し
て
い
た
形
跡
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
織
田
信
長
と
足
利
義
昭
の
対
立
過
程
に
お
い
て
、
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千
秋
家
は
累
代
の
将
軍
家
奉
公
を
止
め
た
も
の
と
看
取
で
き
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
の
熱
田
大
宮
司
家
一
族
が
幕
府
奉
公
衆
家
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
特
徴
と
考
え
る
と
重
視
さ
れ
よ
う
。

註
（
１
）
拙
稿
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
・
熱
田
大
宮
司
家
一
族
、
千
秋
輝
季
に
つ
い
て
」（『
皇
學
館
論
叢
』
四
六
―
二
、
平
成
二
十
五
年
）

（
２
）
拙
稿
「
上
泉
信
綱
と
千
秋
輝
季
の
関
係
に
つ
い
て
（
上
）」（『
皇
學
館
論
叢
』
四
七
―
一
、
平
成
二
十
六
年
）「
上
泉
信
綱
と
千
秋
輝
季
の
関
係
に

つ
い
て
（
下
）」（『
皇
學
館
論
叢
』
四
七
―
二
、
平
成
二
十
六
年
）

（
３
）
千
秋
輝
季
一
人
物
の
史
料
集
で
あ
る
こ
と
は
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
参
照
、
本
稿
の
史
料
集
も
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。

（
４
）
拙
稿
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
・
熱
田
大
宮
司
家
一
族
千
秋
晴
季
（
月
斎
）
に
つ
い
て
」（『
神
道
史
研
究
』
五
十
八
―
二

平
成
二
十
二
年
）
及
び
前

掲
註
（
１
）
論
文
。

（
５
）
長
節
子
「
所
謂
「
永
禄
六
年
諸
役
人
付
」
に
つ
い
て
」『
史
学
文
学
』
四
巻
一
号
、
黒
嶋
敏
「『
光
源
院
殿
御
代
当
参
衆
』
を
読
む
―
足
利
義
昭
の

政
権
構
想
―
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
十
四
号
』
平
成
十
六
年
）、「
永
禄
六
年
諸
役
人
附
」（『
群
書
類
従

二
十
九
巻
』
所
収
）。

（
６
）
木
下
昌
規
「
織
田
権
力
の
京
都
支
配
」（
戦
国
史
研
究
会
編
『
織
田
権
力
の
領
域
支
配
』
岩
田
書
院

平
成
二
十
三
年
）
の
「
表
３
」
参
照
。
後
に

木
下
昌
規
『
戦
国
期
足
利
将
軍
家
の
権
力
構
造
』（
岩
田
書
院

平
成
二
十
六
年
）
所
収
。

（
７
）
村
井
祐
樹
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
「
兼
右
卿
記
」（
上
）」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
十
八
号
』
平
成
二
十
年
）、「
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
「
兼
右
卿
記
」（
下
）」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
二
十
号
』

平
成
二
十
二
年
）

（
８
）
前
掲
註
（
７
）「
兼
右
卿
記
」

（
９
）『
鯖
江
市
史

通
史
編
上
巻
』（
鯖
江
市

平
成
五
年
）

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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（
10
）
川
元
奈
々
「
将
軍
足
利
義
昭
期
に
お
け
る
幕
府
構
造
の
研
究
―
奉
公
衆
を
中
心
と
し
て
―
」（『
織
豊
期
研
究

十
二
号
』
平
成
二
十
二
年
）

（
11
）
千
秋
・
細
川
・
飯
川
が
吉
田
卜
部
氏
と
親
戚
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
参
照
。

（
12
）
前
掲
註
（
１
）（
２
）
拙
稿

（
13
）
前
掲
註
（
４
）
拙
稿

（
14
）
木
下
聡
「
統
一
政
権
と
武
家
官
位
」（
初
出

平
成
二
十
一
年
）『
中
世
武
家
官
位
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

平
成
二
十
三
年
）
所
収
。

（
15
）
拙
稿
「
上
泉
信
綱
小
考
」（『
皇
學
館
論
叢
』
四
十
七
―
六

平
成
二
十
六
年
）

（
16
）
前
掲
註
（
15
）
拙
稿

（
17
）
前
掲
註
（
15
）
拙
稿

（
18
）
金
子
拓
「
室
町
幕
府
最
末
期
の
奉
公
衆
三
淵
藤
英
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要

第
十
二
号
』）
に
「
輝
季
は
枝
賢
妹
を
室
と
し
て
い
た

の
で
、
彼
も
ま
た
清
原
家
の
縁
者
で
あ
る
」
と
の
、
輝
季
と
国
賢
と
の
交
流
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
。

（
19
）
高
柳
光
寿
『
明
智
光
秀
』（
吉
川
弘
文
館

昭
和
三
十
三
年
）。
尚
、
高
柳
氏
は
千
秋
輝
季
と
共
に
志
賀
の
光
秀
を
訪
ね
た
『
元
亀
二
年
記
』
の
筆

者
を
不
明
な
が
ら
公
家
衆
と
推
測
し
た
。
そ
の
後
『
史
料
纂
集

慶
長
日
軒
録
』
に
「
国
賢
卿
記
（
抄
）」
が
収
録
さ
れ
、
前
掲
註
（
18
）
金
子
氏

論
文
に
よ
り
「
国
賢
卿
記
（
抄
）」
が
「
元
亀
二
年
記
」
に
相
当
し
そ
の
筆
者
が
清
原
国
賢
で
あ
る
旨
が
明
証
さ
れ
た
。
本
論
の
「「
元
亀
二
年
記
」

の
記
録
（
史
料
【
31
・
32
】
に
相
当
）」
の
表
現
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
20
）
藤
田
達
生
『
証
言
本
能
寺
の
変

史
料
で
読
む
戦
国
史
』（
平
成
二
十
二
年
）
に
よ
る
と
備
後
鞆
幕
府
で
は
五
十
名
程
の
幕
臣
の
活
動
が
知
ら
れ
る
。

（
21
）
染
谷
光
廣
「
織
田
政
権
と
足
利
義
昭
の
奉
公
衆
・
奉
行
衆
の
関
係
に
つ
い
て
」（
藤
木
久
志
編
『
戦
国
大
名
論
集
十
七

織
田
政
権
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館

昭
和
六
十
年
）

（
22
）
前
掲
註
（
19
）
高
柳
氏
著
書
、『
大
日
本
史
料
第
十
編
の
十
四
』（
東
京
大
学
出
版
会

昭
和
四
十
六
年
）
天
正
元
年
二
月
二
十
六
日
条
に
も
史
料

群
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
23
）
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
校
注
『
信
長
公
記

角
川
日
本
古
典
文
庫
』（
角
川
書
店

平
成
四
年
）

（
24
）
二
木
謙
一
監
修
『
明
智
軍
記
』（
新
人
物
往
来
社

平
成
七
年
）。

（
25
）「
日
本
耶
蘇
会
年
報
」、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
史
料
第
十
編
之
十
四
』（
昭
和
五
十
二
年

東
京
大
学
出
版
会
）
天
正
元
年
二
月
二
十

六
日
条
所
収
。

（
26
）
志
賀
町
史
編
集
員
会
編
『
志
賀
町
史

第
四
巻
』（
滋
賀
県
志
賀
町

平
成
十
六
年
）
所
収
文
書

（
27
）
前
掲
註
（
24
）『
明
智
軍
記
』
の
解
説
に
よ
る
。

（
28
）
ほ
か
に
『
明
智
物
語
』（
関
西
大
学
中
世
文
学
研
究
会
編
『
明
智
物
語

内
閣
文
庫
蔵
本
』（
和
泉
書
院

平
成
八
年
））
に
は
、「
元
亀
四
年
、
義

昭
公
御
謀
叛
ノ
時
、
江
州
堅
田
ノ
城
ニ
磯
貝
新
右
衛
門
尉
ヲ
大
将
ニ
テ
五
六
百
人
籠
ヲ
カ
レ
ケ
レ
バ
、
日
向
守
打
向
ヒ
、
海
手
ノ
方
ヨ
リ
推
寄
セ
、

揉
ニ
モ
ン
デ
攻
タ
マ
ヒ
ケ
ル
。
明
智
其
日
ノ
装
束
ニ
ハ
、
黒
糸
威
ノ
鎧
ヲ
被
、
イ
カ
物
作
ノ
太
刀
ヲ
ハ
キ
、
黒
キ
馬
ノ
八
寸
計
リ
成
ニ
金
覆
輪
ノ

鞍
置
テ
乗
給
ヒ
、
士
卒
ニ
下
知
セ
ラ
レ
ケ
ル
ハ
、「
南
ノ
方
ヨ
リ
ハ
丹
波
五
郎
左
衛
門
・
蜂
屋
兵
庫
寄
ラ
レ
タ
リ
。
先
ヲ
越
サ
レ
テ
ハ
口
惜
キ
次
第

也
。
是
程
ノ
小
城
ヲ
攻
落
サ
デ
ハ
在
ベ
キ
カ
。
懸
カ
レ
ヤ
、
カ
ヽ
レ
」
ト
下
知
シ
給
ヘ
バ
、
早
リ
雄
ノ
若
者
ド
モ
喚
キ
叫
ン
デ
責
入
ケ
レ
バ
、
ナ

ジ
カ
ハ
以
テ
タ
マ
ル
ベ
キ
、
時
日
ヲ
不
移
責
落
シ
、
頸
百
八
十
討
取
、
其
外
彼
是
手
合
テ
頸
数
三
百
余
」
と
あ
り
、『
明
智
軍
記
』
と
光
秀
の
装
束

の
記
述
を
除
き
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

同
書
の
青
木
晃
氏
の
解
説
に
よ
る
と
「
こ
の
物
語
の
成
立
は
、
そ
の
序
に
よ
っ
て
、
土
岐
定
明
の
家
臣
森
四
郎
左
衛
門
秀
利
が
慶
長
十
九
年
冬
齢

八
十
二
に
し
て
土
岐
・
明
智
累
祖
の
事
を
語
り
始
め
、
不
十
分
の
思
い
に
時
を
過
ご
す
う
ち
正
保
四
年
に
至
り
、
終
に
子
孫
の
た
め
こ
れ
を
『
明

智
物
語
』
と
名
付
け
て
上
・
下
二
巻
に
ま
と
め
た
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
軍
記
物
語
で
あ
る
。

（
29
）「
細
川
文
書
」、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
史
料
第
十
編
十
四
』
天
正
元
年
二
月
二
十
六
日
条
所
収

（
30
）
吉
田
兼
見
は
、
嫡
男
輝
季
の
訃
報
を
聞
い
た
父
・
千
秋
月
斎
の
悲
し
み
様
を
「
愁
嘆
絶
入
了
、
不
便
次
第
也
」
と
記
し
た
が
、
同
じ
く
『
兼
見
卿
記
』

元
亀
四
年
一
月
十
日
条
に
は
「
辰
刻
家
君
御
事
也
、
各
絶
入
悲
了
」
と
、
兼
見
の
父
兼
右
（
家
君
）
薨
去
の
記
事
が
短
く
記
さ
れ
る
。「
愁
嘆
絶
入
」

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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「
絶
入
悲
了
」
の
「
絶
入
」
と
い
う
表
現
の
共
通
性
に
注
目
す
る
と
、「
不
便
之
次
第
」【
38
】
と
の
感
想
も
ま
た
、
兼
見
の
偽
ら
ざ
る
心
境
で
あ

ろ
う
。

（
31
）「
西
教
寺
文
書
」、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
史
料
第
十
編
十
四
』
天
正
元
年
二
月
二
十
六
日
条
所
収

（
32
）『
新
修
大
津
市
史
』（
大
津
市
役
所

昭
和
五
十
五
年
）
第
一
部
第
四
章
。

（
33
）『
西
教
寺
の
歴
史
と
寺
宝
』（
西
教
寺

平
成
元
年
）
木
村
至
宏
執
筆
「
第
五
章
」
参
照
。

（
34
）
同
文
書
は
中
世
期
に
お
け
る
味
方
戦
死
者
慰
霊
の
具
体
的
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
（
谷
口
雄
太
「
中
世
に
お
け
る
味
方
戦
死
者
の
慰
霊
顕

彰
」『
桔
梗
第
二
十
五
号
』
明
智
光
秀
公
顕
彰
会

平
成
二
十
七
年
）。

（
35
）
前
掲
註
（
31
）『
大
日
本
史
料
』
で
は
、「
歴
名
土
代
」
の
輝
季
の
「
同
四
、
三
、
ゝ
、
討
死
」
の
記
事
を
引
用
し
て
、「
西
教
寺
文
書
」
の
「
千
秋

形
﹇
刑
﹈
部
」
が
輝
季
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
36
）
木
下
昌
規
氏
は
、
義
昭
の
京
都
追
放
後
も
在
京
し
た
旧
幕
府
衆
が
「
公
方
衆
」「
奉
公
衆
」
と
し
て
織
田
信
長
に
「
一
種
の
客
分
待
遇
と
し
て
扱
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
木
下
昌
規
「
室
町
幕
府
最
末
期
の
将
軍
権
力
」『
戦
国
期
足
利
将
軍
家
の
権
力
構
造
』（
岩
田
書
院

平

成
二
十
六
年
）
所
収
、
初
出
平
成
二
十
三
年
）。
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千
秋
輝
季
編
年
史
料
集

番
号

年
号

年
月
日

名
称

記
事
／
史
料
／
典
拠

1

永
禄

元
年
（
一
五
五
八
）

七
月
十
一
日

御
室
之
兒

奉
公
千
秋
子
の
御
室
之
兒
、
伏
見
殿
宴
席
に
列
す
。（「
奉
公
千
秋
子
」、
原
本
で
は
割
注
）

言

伏
見
殿
へ
父
子
参
、（
略
）
申
下
刻
御
盃
始
、
御
人
数
、
李
部
王
・
若
宮
（
略
）、
青
蓮
院
御
兒
、（
略
）
御
室
之
兒
奉
公
衆
千
秋
子
、
伺
候
也

2

永
禄

元
年

十
二
月
十
七
日

藤
輝
秀

藤
原
輝
秀
（
千
秋
輝
季
か
）
従
五
位
下
に
叙
さ
る
。

歴

藤
輝
秀

同
元
・
十
二
・
十
七

3

永
禄

二
〜
四
年

千
秋
次
郎

千
秋
次
郎
、
義
輝
二
番
衆
を
勤
む
。

貞

二
番

（
略
）
千
秋
次
郎

4

永
禄

二
年
（
一
五
五
九
）

十
月
十
三
日

節
朔
衆
千
秋

山
科
言
継
、
武
家
亥
子
祝
に
参
賀
。
奉
公
衆
等
御
供
中
に
節
朔
衆
千
秋
氏
あ
り
。

言

暮
々
広
橋
亜
相
令
同
道
武
家
へ
参
、
御
豕
之
間
各
奉
公
衆
被
参
（
略
）
申
次
荒
川
治
部
少
輔
（
略
）
節
朔
衆
千
秋
（
略
）

5

永
禄

四
年
（
一
五
六
一
）
千
秋
次
郎

千
秋
次
郎
、
三
好
亭
御
成
に
参
列
す
る
。

三

一
番
御
供
衆
走
衆
ま
で
。
二
番
御
供
衆
御
部
屋
衆
申
次
衆
攻
衆
。
三
番
御
供
衆
上
池
院
。
四
番
右
筆
方
。
五
番
御
部
屋
衆
申
次
。
攻
衆
。
是
は

臺
之
御
通
也
。
千
秋
次
郎
左
へ
お
さ
め
ら
れ
候
へ
ど
。
依
無
案
内
臺
取
不
申
退
出
也
。
已
後
上
民
あ
げ
ら
れ
申
候
也
。

6

永
禄

六
年
（
一
五
六
三
）

七
月
十
二
日

千
秋
次
郎

中
御
門
・
千
秋
次
郎
、
言
継
を
訪
問
し
、
言
経
瓜
を
振
る
舞
う
。

言

中
御
門
、
千
秋
次
郎
被
来
、
倉
部
瓜
振
舞
了

7

永
禄

六
・
七
年

千
秋
左
近
将
監

輝
秀

千
秋
左
近
将
監
輝
秀
（
輝
季
）、
義
輝
申
次
を
勤
む
。

永

申
次

（
略
）
千
秋
左
近
将
監
輝
秀

8

永
禄

七
年
（
一
五
六
四
）

六
月
一
日

千
秋
左
近

山
科
言
継
ら
武
家
参
賀
。
申
次
衆
・
千
秋
輝
季
も
同
席
す
。

言

武
家
に
参
、（
略
）
御
供
衆
（
略
）
千
秋
左
近

9

永
禄

八
年
（
一
五
六
五
）

二
月
二
十
四
日

千
秋
左
近

山
科
言
継
・
輝
季
等
梨
門
に
於
い
て
具
を
見
物
す
。

言

梨
門
へ
参
、
同
具
御
一
覧
御
望
之
間
召
寄
了
（
略
）
千
秋
左
近

10

永
禄

八
年
八
月
六
日
〜

十
一
年
十
月
五
日

の
間

千
秋
左
近
将
監

千
秋
輝
季
・
月
斎
父
子
と
そ
の
親
族
飯
川
秋
共
、
義
昭
奉
公
衆
三
番
衆
に
編
制
さ
れ
る
。

永

三
番
(略
)千
秋
左
近
将
監

飯
川
治
部
少
輔
秋
共
（
略
）
千
秋
月
斎

11

元
亀

元
年
（
一
五
七
〇
）

六
月
十
七
日

ほ
う
こ
う
の
せ

ん
し
ゆ
う

千
秋
輝
季
、
中
御
門
氏
申
次
に
て
従
五
位
上
加
級
と
刑
部
少
輔
任
官
を
奏
請
し
勅
許
を
賜
う
。
上
泉
信
綱
は
越
階
に
て
勅
許
せ
ら
れ
ず
。

湯

ほ
う
こ
う
の
せ
ん
し
ゆ
う
し
ゆ
こ
い
上
の
か
き
う
と
き
や
う
ふ
と
申
。
ち
よ
つ
き
よ
あ
り
。
中
の
御
か
と
申
つ
き
。
か
め
い
つ
み
は
申
や
う
お

つ
か
い
に
て
。
ち
よ
つ
な
し
。

12

元
亀

元
年

六
月
十
八
日

千
秋
藤
輝
季

藤
原
輝
季
、
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
同
日
刑
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
る
。
元
亀
四
年
三
月
討
死
。

歴

千
秋
藤
輝
季
。
元
亀
元
・
六
・
十
八

同
日
刑
部
少
輔
。
同
四
・
三
・
討
死

13

元
亀

元
年

八
月
十
日

千
秋
刑
部
少
輔

千
秋
輝
季
と
大
胡
武
蔵
守
、
梨
門
に
参
じ
兵
法
を
披
露
す
。

言

梨
門
へ
御
暇
乞
に
参
、
御
盃
被
下
之
、
御
約
束
之
小
き
錫
杖
被
下
之
、
次
千
秋
刑
部
少
輔
、
大
胡
武
蔵
守
参
、
へ
い
は
う
被
御
覧
了

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）
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14

元
亀

元
年

八
月
十
八
日

千
秋
刑
部
少
輔

山
科
言
継
、
大
胡
武
蔵
守
、
輝
季
を
連
れ
て
猿
楽
を
見
物
す
。

言

千
秋
刑
部
少
輔
、
大
胡
武
蔵
守
、
鈴
木
、、、
等
来
、
令
同
道
葉
室
へ
罷
向
、
先
小
漬
有
之
、
次
於
御
霊
猿
楽
五
番
有
之
、
各
見
物
罷
向

15

元
亀

元
年

八
月
十
九
日

千
秋

山
科
言
継
等
、
葉
室
よ
り
の
帰
路
、
真
珠
院
に
於
い
て
酒
宴
有
り
。
千
秋
、
大
胡
、
鈴
木
ら
兵
法
を
披
露
し
て
言
継
等
見
物
す
る
。

言

次
各
令
同
道
帰
京
了
、
於
路
次
太
秦
真
珠
院
へ
立
寄
、
酒
有
之
、
千
秋
、
大
胡
、
鈴
木
等
兵
法
有
之
、
各
見
物
了

16

元
亀

元
年

十
一
月
二
十
九
日

千
秋
刑
部
少
輔

輝
季
、
山
科
言
継
に
愛
洲
薬
を
所
望
す
。
言
継
こ
れ
を
進
呈
す
。

言

千
秋
刑
部
少
輔
、
愛
洲
薬
所
望
之
間
一
包
遣
之

17

元
亀

元
年

十
二
月
二
十
三
日

千
秋
刑
部

石
清
水
八
幡
宮
清
祓
警
護
に
つ
き
、
飯
川
秋
共
・
清
原
国
賢
・
千
秋
輝
季
・
盛
方
院
吉
田
浄
勝
ら
吉
田
兼
見
を
訪
ね
る
。

兼

清
祓
之
当
日
警
固
之
事
申
入
武
家
御
所
之
処
、
細
川
兵
部
大
輔
ニ
可
被
仰
付
之
旨
仰
也
、
以
月
斎
令
披
露
了
、
飯
川
治
部
、
清
少
、
千
秋
刑
部
、

盛
方
院
来
了
、

18

元
亀

二
年
（
一
五
七
一
）

一
月
十
三
日

千
秋
刑
部
少
輔

輝
季
、
中
御
門
、
畠
山
、
速
水
、
言
継
、
雑
談
の
の
ち
音
曲
を
奏
す
。

言

中
御
門
、
畠
山
次
郎
、
千
秋
刑
部
少
輔
、
速
水
彦
太
郎
、
仏
師
兵
部
卿
等
来
談
、
音
曲
等
有
之
、

19

元
亀

二
年

一
月
二
十
二
日

千
秋
刑
部

清
原
国
賢
・
千
秋
刑
部
輝
季
、
明
智
光
秀
見
舞
か
ら
帰
宅
の
吉
田
兼
右
を
訪
ね
る
。

兼

家
君
御
帰
宅
、
清
少
納
言
・
千
秋
刑
部
来
了

20

元
亀

二
年

五
月
九
日

千
刑

千
秋
輝
季
、
近
江
国
志
賀
よ
り
上
洛
し
清
原
国
賢
を
訪
ね
る
。

国

次
千
刑
従
志
賀
来

21

元
亀

二
年

五
月
十
日

千
刑

千
秋
輝
季
配
下
の
小
者
、
屋
根
を
葺
く
。

国

蓋
屋
、
上
佐
中
間
両
人
葺
屋
ニ
雇
之
、
千
刑
・
吉
侍
一
人
中
間
小
者
手
伝
之

22

元
亀

二
年

五
月
十
二
日

千
刑
少

千
秋
輝
季
、
下
向
す
。

国

喝
食
御
乳
等
相
伴
、
千
刑
少
下
向

23

元
亀

二
年

五
月
十
九
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
と
共
に
光
源
院
殿
（
足
利
義
輝
）
追
善
を
拝
観
す
。

国

光
源
院
殿
御
追
善
、
於
相
国
寺
陞
坐
拈
香
有
之
、
千
刑
令
同
心
見
物
ニ
行
、
次
御
成
主
君
香
、
直
垂
立
烏
帽
子
、
御
輿
、
御
伴
衆
細
右
・
上
佐

24

元
亀

二
年

五
月
二
十
八
日

千
刑

千
秋
輝
季
、
清
原
国
賢
・
飯
川
秋
共
達
と
会
食
す
る
。

国

京
治
・
飯
治
・
千
刑
・
上
佐
ニ
朝
飯
有
之

25

元
亀

二
年

六
月
九
日

千
刑

千
秋
輝
季
、
清
原
国
賢
を
訪
ね
る
。

国

千
刑
来
臨

26

元
亀

二
年

六
月
二
十
四
日

千
刑
少

千
秋
輝
季
、
清
原
国
賢
を
訪
ね
る
。

国

千
刑
少
来

27

元
亀

二
年

六
月
二
十
五
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
を
伴
い
吉
田
へ
赴
く
。

国

千
刑
令
同
道
吉
田
へ
行
、
及
晩
帰
宅

28

元
亀

二
年

六
月
二
十
七
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
を
伴
い
三
淵
秋
豪
を
訪
ね
る
。

国

千
刑
令
同
道
三
弥
へ
行
、
次
三
弥
令
同
道
行
上
佐
、
三
弥
晩
斎
可
振
舞
之
由
云
了
、
即
各
令
同
道
又
行
三
弥
、
及
黄
昏
帰
宅

―46―



29

元
亀

二
年

六
月
二
十
九
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
を
伴
い
賀
茂
に
て
能
見
物
を
す
。

国

千
刑
令
同
道
賀
茂
へ
能
見
物
ニ
行
、
四
番
果
帰

30

元
亀

二
年

七
月
一
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
を
伴
い
三
淵
藤
英
の
母
を
訪
ね
る
。

国

千
刑
令
同
道
三
大
母
儀
許
へ
行
、
他
出
、
次
行
継
母
所
、
客
来
云

31

元
亀

二
年

七
月
三
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
を
伴
い
、
近
江
志
賀
の
明
智
光
秀
を
訪
ね
る
。

国

千
刑
令
同
道
至
江
州
、
志
賀
城
登
山
、
明
十
兵
出
京
之
由
、
於
路
次
雖
聞
及
兼
故
、
一
宿
覚
悟
故
下
向
、
及
晩
明
十
兵
帰
城
、
日
晩
之
間
内
ニ

見
舞
ニ
来
之
由
、
以
千
刑
来
向
云
、
今
夜
不
対
面

32

元
亀

二
年

七
月
四
日

清
原
国
賢
、
明
智
光
秀
に
面
会

国

明
十
兵
又
出
京
候
旨
、
大
手
口
へ
出
向
、
一
礼
、
次
予
上
洛
、
直
ニ
吉
田
へ
参
（
略
）

33

元
亀

二
年

八
月
十
五
日

千
刑

三
淵
藤
英
・
吉
田
侍
従
・
千
秋
輝
季
・
寿
命
院
ら
清
原
国
賢
を
訪
ね
る
。

国

三
和
・
吉
侍
・
千
刑
・
寿
命
来
臨
、
暫
雑
談

34

元
亀

二
年

八
月
二
十
二
日

千
刑

清
原
国
賢
、
千
秋
輝
季
・
小
文
を
伴
い
店
屋
に
て
具
足
を
見
る
。

国

千
刑
・
小
文
令
同
道
、
店
屋
具
足
見
之

35

元
亀

三
年
（
一
五
七
二
）

一
月
九
日

千
刑
部

相
国
寺
南
豊
軒
周
超
・
千
秋
輝
季
・
寺
内
氏
、
吉
田
邸
へ
赴
く
。

兼

南
豊
軒
・
千
刑
部
・
寺
内
来
了

36

元
亀

三
年

二
月
十
九
日

千
刑
部

千
秋
輝
季
・
清
原
国
賢
、
吉
田
兼
倶
正
忌
参
列
の
為
、
吉
田
家
へ
赴
く
。

兼

神
龍
社
参
、
御
正
月
也
、
神
龍
院
へ
斎
料
申
付
了
、
千
刑
部
・
清
少
来

37

元
亀

三
年

二
月
二
十
日

千
刑

千
秋
輝
季
・
清
原
国
賢
、
斎
の
後
吉
田
郷
よ
り
「
帰
京
」
す
。

兼

清
少
・
千
刑
、
斎
了
帰
京
了

38

元
亀

四
年
（
一
五
七
三
）

二
月
二
十
九
日

千
秋
刑
部
少
輔

明
智
光
秀
、
近
江
国
今
堅
田
城
を
攻
略
す
。
こ
の
時
千
秋
輝
季
討
死
。
千
秋
月
斎
愁
嘆
絶
入
し
、
吉
田
兼
見
「
不
便
の
次
第
」
と
日
記
に
記
す
。

兼

明
智
至
今
堅
田
手
遣
、
彼
在
城
責
落
、
悉
明
智
討
取
云
々
、
此
時
千
秋
刑
部
少
輔
討
死
了
、
月
斎
愁
嘆
絶
入
了
、
不
便
之
次
第
也
、
明
智
者
数

輩
討
死
云
々

39

元
亀

四
年

五
月
二
十
四
日

千
秋
形
部

咲
庵
（
明
智
）
光
秀
、
堅
田
合
戦
討
死
の
千
秋
刑
部
ら
将
士
の
霊
供
と
し
て
、
西
教
寺
に
米
を
供
う
。

西

千
秋
形
部

二
月
廿
九
日

一
斗
二
升
（
他
略
）

史
料
略
号

言
・『
言
継
卿
記
』、
歴
・『
歴
名
土
代
』、
貞
・「
貞
助
記
」、
三
・「
三
好
筑
前
守
義
長
朝
臣
亭
江
御
成
之
記
」、
永
・「
永
禄
六
年
諸
役
人
付
」、
湯
・『
お
湯
殿
の
上
日
記
』、
兼
・『
兼
見
卿
記
』、
国
・「
国
賢
卿
記
」、
西
・「
西
教
寺
文
書
」

千
秋
輝
季
の
伝
記
的
研
究
（
伊
藤
）

―47―


